
 

検 討 委 員 会 か ら の お 知 ら せ 

 

・「Ce」Ｆ局（130点）→エナメル質初期う蝕管理加算（＋260点）：翌月から変更可 

 SPT（Ⅰ）→SPT（Ⅱ）：翌月から変更可 

 ただし、か強診の施設基準の要件を満たさなくなった場合を除いては、エナメル質初期う蝕 

 管理加算からＦ局（130点）、SPT（Ⅱ）からSPT（Ⅰ）への変更は不可です。 

 

・「Perico」病名のみでは、GA切開（180点）の算定は不可で、歯肉弁切除（120点）での算定と

なります。 

 「Perico－GA」病名では、GA切開（180点）の算定が可です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


